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１．改定の概要
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さいたま市運賃協議会設置要綱は、道路運送法（昭和26年法律
第183号）第９条第４項の規定に基づき、運賃等の協議を行う、
さいたま市運賃協議会を設置するため、所掌事務等を定めたもの
である。

運賃協議会に関しては、令和７年６月30日付けで国交省物流・
自動車局旅客課長より各地方運輸局等へ発出された事務連絡「道
路運送法第９条第４項に基づく協議会の開催を要しない場合の目
安となる考え方について」（右図）において、「関係者の事務手
続きの負担が発生しているとの意見があることから、その負担を
軽減し、生産性向上を図る観点も考慮する必要がある。」とされ
ている。

本市においても、関係者の事務手続き軽減を図るため、同事務
連絡に則り本設置要綱を改定するものである。

主な改定理由

⚫ 協議又は調整を行うものとされている事項のうち、さいたま
市運賃協議会の開催を省略することができる場合を明記する。

主な改定内容

⚫ 令和７年12月１日

施行予定日



２．改定（案）
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⚫ 第２条にさいたま市運賃協議会の開催を省略できる場合を明記（赤字箇所）

新旧対応表
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